
岩見沢市にお住まいいただきありがとうございました。

下記の手続きが必要な場合がございますので、よろしくお願いします。

対象者 担当部署・電話番号 手続内容

印鑑登録証 印鑑登録をしている方 廃止

個人番号カード
住民基本台帳カード

カードを持っている方

転出に伴い保険料法定
免除理由が非該当にな
る方

法定免除消滅届

被保険者及び年金受給
権者

住所変更

保険証の返還及
び保険料精算

住所変更

後期高齢者医療
後期高齢者医療保険の
加入者

保険証の返還、
保険料の精算、
負担区分等証明
書の交付(道外転
出の場合)

被保険者証
預金通帳

保険料に変更のある方は、
後日郵送でお知らせしま
す。道外に転出される方は
負担区分証明書の交付申請
をしてください。

重度心身障害者医療
重度心障障害者医療の
受給者

受給者証

子どもの医療 子どもの医療の受給者 受給者証

未熟児養育医療
未熟児養育医療の受給
者

養育医療券の返
還

養育医療券

ひとり親家庭等医療
ひとり親家庭等医療の
受給者

受給者証返還 受給者証

軽自動車税

軽自動車、２輪小型自
動車、原動機付自転車
又は小型特殊自動車の
所有者または使用者

企画財政部税務課
　資産税グループ
　0126-35-4032

車両の住所変更
または廃車登録

児童手当
中学校３学年修了前の
児童

資格消滅

児童扶養手当 ひとり親家庭

住所変更
※転出と同時に
婚姻等の場合
は、資格喪失

特別児童扶養手当 障がい児の扶養者

介護保険
65歳以上(第1号)及び
40～64歳の介護認定
者(第2号)

健康福祉部高齢介護課
　介護保険グループ
　0126-35-4138

被保険証返還、
受給資格証明書
交付、資格者証
交付(住所地特例
対象者)、保険料
精算

生活保護 被保護者
健康福祉部保護課
　0126-35-4173

扶助の変更申請
(居住地の変更)

次ページに続く

健康福祉部福祉課
　児童福祉グループ
　0126-35-4118

マイナンバーカードを利用したオンライン転出に伴う手続きについて

手続き

市民環境部
　市民サービス課市民係
　0126-35-4187

市民環境部
　医療年金課医療助成係
　0126-35-4201

受給者証返還

国民年金
市民環境部
　医療年金課年金係
　0126-35-4203

国民健康保険 国保加入者
市民環境部
　医療年金課国保係
　0126-35-4192

車種により申告先が異なりますので、
担当までお尋ねください。

転入先での手続きが必要となります。

転入先での手続きが必要となります。

転入先での手続きが必要となります。

介護保険被保険者証
預金通帳

転入日以降に岩見沢市の受
給者証を使って医療機関を
受診した場合、助成した医
療費を返還していただきま
すので、ご注意ください。

手続きに必要なもの

届出は不要で廃止されます。

次ページを参照してください。

基礎年金番号またはマイナンバー確認書
類

原則、日本年金機構で自動的に変更され
るため手続き不要です。
※共済の場合は、各共済にお尋ねくださ
い。

預金通帳、健康保険証(転出する本人)

施設入所や病院への住所変更、修学のた
めの転出の場合、岩見沢市の国民健康保
険の適用が継続となる場合がありますの
で、手続きをお願いいたします。
施設入所や病院への転出：被保険者証
修学のための転出：被保険者証、学生証



対象者 担当部署・電話番号 手続内容 手続きに必要なもの

保育所 保育所入所者
教育委員会子ども課
　保育幼稚園係
　0126-35-4253

保育所退所

農業者年金
農業者年金受給者
農業者年金加入者

農業委員会
　振興係
　0126-35-4779

住所変更
届出内容により、必要なものが違います
ので、担当までお尋ねください。

水道 水道使用者
水道部業務課
お客様サービスセンター
　0126-35-4718

使用の中止 電話連絡可

市営住宅 市営住宅入居者
建設部建築課
　住宅管理係
　0126-35-4690

退去届または同
居者異動届

届出内容により、必要なものが違います
ので、担当までお尋ねください。

緊急告知FMラジオ
無償貸与者で市外へ転
出する人

総務部防災対策室
　防災対策係
　0126-35-4823

ラジオの返却 無償貸与を受けた緊急告知FMラジオ

【個人番号カード・住民基本台帳カードをお持ちの方】
③国民年金の窓口
④後期高齢者医療制度・医療費助成の窓口

養育医療券 　　　　

⑤国民健康保険の窓口

【オンライン予約の転入届の際にお持ちいただくもの】

　・個人番号カードまたは、住民基本台帳カード

　　※外国人の方は在留カードまたは、特別永住者証明書

【届出できる方】

　・個人番号カードまたは、住民基本台帳カードをお持ちのご本人

　・カードを持っている方と同じ世帯で同じ場所に転出する方

【継続手続き】

　・当初お決めいただいた４桁の暗証番号の入力が必要となります。

【継続手続きができない場合】

　・カードの有効期限が切れている。

　・カードが破損・汚損している。

　・カードの表面の記載スペースが少ない。（新住所地の記載余白がない。）

【継続手続き期限】下記の期限を過ぎるとカードは失効になります。

・転出予定日から３０日以内に転入届をしなかった場合

　・転入手続き後９０日以内に券面事項更新を行わなかった場合

　・転出日から１４日を経過した場合

手続き

※　上記以外にも手続きが必要な場合があります。関連窓口の職員にお尋ねください。

※　義務教育のお子様がいらっしゃる場合は、学校での手続きが必要になります。

※　都合により転出しなくなった場合は、転出予定日の前日までにマイナポータルから転出取消の手続きをしてください。

※　個人番号カードの申込みをして受け取れずに転出する方は、転入先市町村で再申請が必要となります。

個人番号カード 住民基本台帳カード

上記のカードをお持ちの方は継続手続きが必要です。
転入時又は、継続手続き期限内にカードをお持ちいただけない場合は
カードが失効となることがありますのでご注意願います。


